
○ 昨年夏に関東を中心に発生した食中毒事案における課題＊を踏まえ、広域的な食中毒事案の発生や拡大の
防止等のため、関係者の連携・協力義務を明記するとともに、国と関係自治体の連携や協力の場を設置し、緊
急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用し、広域的な食中毒事案への対応に努めることとする。

＊ 広域発生食中毒事案としての早期探知が遅れ、共通の汚染源の調査や特定が効果的に進まず、対応に遅れが生
じた。対応が必要な主な事項は以下のとおり。
・ 地方自治体間、国と地方自治体間の情報共有等
・ 国民への情報提供
・ 食中毒の原因となる細菌（腸管出血性大腸菌Ｏ157等）の遺伝子検査手法の統一 など

○ 国と関係自治体の食中毒事案対応などの
連携や協力の場として、地域ブロックごとに広
域連携協議会を設置。

○ 厚生労働大臣は、協議会を活用して、広域的な
食中毒事案への対応を行う。

・ 国と関係自治体との間の情報共有等に基づき、同一
の感染源による広域発生の早期探知を図る。
・ 協議会において、国、都道府県等における早期の調
査方針の共有や情報の交換を行い、効果的な原因調
査、適切な情報発信等を実施する。

Ⅰ．広域的な食中毒事案への対策強化


